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年
内
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３
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係
）

別
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３
項
関
係
）

有
価
証
券
等
の

率
有
価
証
券
等
の

率

区
分

区
分

・
転
換
社
債
券

同
一
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て

、別
表

・
転
換
社
債
券

同
一
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て

、別
表

・
新
株
引
受
権

第
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、同
表
に
定
め
る
率

。

・
新
株
引
受
権

第
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、同
表
に
定
め
る
率

。

付
社
債
券

付
社
債
券

た
だ
し

、証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て

、時
価
が
額
面
価
額
以
下
の
も
の
に
つ
い
て

は

、同
一
の
発
行
者
が
発
行
す
る
残
存
期
間
が
同
一

の
社
債
券
に
つ
い
て

、別
表
第
２
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ

、同
表
に
定
め
る
率
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
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